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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に超音波を送受信する超音波探触子と、
　前記超音波探触子から出力される超音波受信信号に基づいて超音波画像を構成する画像
処理部と、
　前記構成された超音波画像が表示される画像表示部と、
　前記画像表示部の前面に設けられ、操作者の指により前記画像表示部に表示されている
前記超音波画像に対してタッチ位置及びタッチ状態を入力するタッチパネルと、
　前記タッチパネルにおける前記画像表示部に表示されている前記超音波画像上のタッチ
位置を検出するタッチ位置検出部と、
　前記操作者の指のタッチパネルへのタッチが、シングル、ダブル又はスライドのいずれ
かのタッチ状態を検出するタッチ状態検出部と、
　Ｂモード、ドプラモード又はＣＦＭモードのいずれかの処理状態を検出する処理状態検
出部と、
　前記検出された前記タッチ位置、前記タッチ状態及び前記処理状態のみに基づいて実行
処理を決定する処理決定部と、
　前記決定された実行処理を実行する処理実行部と、を具備することを特徴とする超音波
診断装置。
【請求項２】
　前記検出された前記タッチ位置または前記タッチ状態または前記処理状態の少なくとも
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いずれかに基づいて、前記タッチパネルにおける操作支援用の操作画像を作成して前記画
像表示部に表示させる操作画像作成部を具備することを特徴とする請求項１に記載の超音
波診断装置。
【請求項３】
　前記画像表示部とは別の操作者観察用の観察用画像表示部を有することを特徴とする請
求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記画像表示部は、超音波診断装置の操作部と同じ面に配置されることを特徴とする請
求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記画像表示部は、超音波診断装置の本体に着脱可能または接続線により接続可能であ
ることを特徴とする請求項３に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記処理決定部は、前記処理状態がＢモードであり、前記タッチ位置が前記超音波画像
上であり、前記タッチ状態がシングルの場合、実行処理としてフォーカス位置の変更を決
定し、
　前記処理決定部は、前記処理状態がＣＦＭモードであり、前記タッチ位置が前記超音波
画像上であり、前記タッチ状態がシングルの場合、実行処理として関心領域の設定を決定
し、
　前記処理決定部は、前記処理状態がドプラモードであり、前記タッチ位置が前記超音波
画像上であり、前記タッチ状態がシングルの場合、実行処理としてドプラサンプル点の設
定を決定することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記操作画像作成部は、前記画像表示部に、前記タッチ状態と前記実行される処理との
対応を示すガイドを表示することを特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波画像を撮像して表示する超音波診断装置に関する。詳細には、操作用
のタッチパネルを備える超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の超音波診断装置では、操作者は、専用のフォーカス位置切替スイッチを操作して
フォーカス位置の設定を行う。操作者は、超音波画像の横に表示されるフォーカスマーク
と超音波画像とを参照しながら、フォーカス位置が診断部位に最も近い位置となるように
設定を行う。
　また、タッチパネルが配置された画像表示部に操作用ボタンを表示する超音波診断装置
が提案されている（例えば、［特許文献１］参照。）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２６２５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の超音波診断装置におけるフォーカスの設定は、選択できるフォー
カス位置が明確ではないので、フォーカス位置を診断部位近辺で前後に数回切り替えて最
適位置を判断する必要がある。また、操作前に選択されていたフォーカス位置が診断部位
から離れている場合、切替スイッチの操作回数も増加してしまう。また、フォーカス位置
を移動させるための専用キーは画像表示部とは別の位置にあるので、フォーカス位置の移
動操作のため観察中の超音波画像からキーボード上に視線を移動し、暗室内においてキー
位置を探して操作する必要がある。また、操作者は、上記切替手順を予め熟知しておく必
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要がある。
　また、［特許文献１］が示す技術では、タッチパネルを備える画像表示部には、操作用
ボタンを表示して、この表示された操作用ボタン（ソフトスイッチ）を介して操作を行う
必要があり、専用の操作ボタン（ハードスイッチ）を操作する場合と変わりはなく、操作
負担の軽減が期待できない。
【０００５】
　また、画像表示部にタッチパネルを装着することにより、観察画像の表示性能に影響が
生じる。また、タッチパネルは指先で直接タッチ操作されるので、タッチパネルには皮脂
等の汚れが付着し、観察画像が明瞭に表示されない場合がある。また、操作のためにタッ
チパネルが装着された画像表示部を手元に引き寄せて使用すると、画像の観察には適さな
い位置となる。
【０００６】
　本発明の目的は、操作性及び診断効率を向上させることを可能とする超音波診断装置を
提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前述した目的を達成するために本発明は、被検体に超音波を送受信する超音波探触子と
、前記超音波探触子から出力される超音波受信信号に基づいて超音波画像を構成する画像
処理部と、前記構成された超音波画像が表示される画像表示部と、前記画像表示部の前面
に設けられ、操作者の指により前記超音波画像に対してタッチ位置及びタッチ状態を入力
するタッチパネルと、前記タッチパネルにおける前記超音波画像上のタッチ位置を検出す
るタッチ位置検出部と、前記操作者の指のタッチパネルのタッチが、シングル、ダブル又
はスライドのいずれかのタッチ状態を検出するタッチ状態検出部と、Ｂモード、ドプラモ
ード又はＣＦＭモードのいずれかの処理状態を検出する処理状態検出部と、前記検出され
た前記タッチ位置、前記タッチ状態及び前記処理状態に基づいて実行処理を決定する処理
決定部と、前記決定された実行処理を実行する処理実行部と、を具備することを特徴とす
る超音波診断装置である。
【０００８】
　本発明の超音波診断装置は、画像表示部の前面にタッチパネルが設けられる。超音波診
断装置は、タッチパネルにおけるタッチ位置、タッチ状態、現在の処理状態を検出し、検
出されたタッチ位置、タッチ状態、処理状態に基づいて、実行すべき処理を決定して実行
する。実行すべき処理として、例えば、フォーカス位置の設定、関心領域の設定、ドプラ
サンプル点の設定、ドプラ画像表示の順逆反転、関心領域のサイズ設定、画像の拡大縮小
、被検体の属性の設定、パラメータの設定が決定される。また、超音波診断装置は、検出
されたタッチ位置及びタッチ状態及び処理状態に基づいて、タッチパネルにおける操作支
援用の操作画像を作成して画像表示部に表示させる。
　このように、本発明の超音波診断装置は、現在の処理状態及びタッチ位置及びタッチ状
態に応じて、処理内容や操作支援用の画像や処理内容を切り替えるので、操作性及び診断
効率を向上させることができる。
【０００９】
　本発明の超音波診断装置は、前記超音波画像が表示される第１の画像表示部と、前記第
１の画像表示部とは別に設けられ前記画像表示部の機能を有する第２の画像表示部と、を
有し、前記タッチパネルは、前記第２の画像表示部の前面に設けられ、前記タッチ位置検
出部は、前記第２の画像表示部に対して前記タッチ位置を検出し、前記タッチ状態検出部
は、前記第２の画像表示部に対して前記タッチ状態を検出し、前記処理状態検出部は、前
記処理状態を検出するように構成しても良い。
【００１０】
　本発明の超音波診断装置は、超音波画像が表示される第１の画像表示部と、第１の画像
表示部とは別に設けられ画像表示部の機能を有する第２の画像表示部と、を有するように
しても良い。
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　この場合、本発明の超音波診断装置は、検出されたタッチ位置及びタッチ状態及び処理
状態に基づいて、操作支援用の操作画像を作成して第１の画像表示部、第２の画像表示部
の少なくともいずれかに表示させる。第１の画像表示部と第２の画像表示部に表示される
操作画像は、同一としてもよいし異なるものとしてもよい。
【００１１】
　また、第２の画像表示部のタッチパネルのタッチ位置に対応する位置を識別可能に第１
の画像表示部に表示することが望ましい。また、タッチパネルを備える第２の画像表示部
は、超音波診断装置のキーボード等の操作部近傍に配置することが望ましい。また、タッ
チパネルを備える第２の画像表示部は、超音波診断装置の本体に着脱可能または接続線に
より接続可能とすることが望ましい。また、タッチパネルを備える画像表示部に、タッチ
状態と実行される処理との対応を示すガイドを表示するようにしてもよい。
【００１２】
　このように、本発明の超音波診断装置は、観察用モニタとは別にタッチパネルを備える
操作用モニタを設けることにより、観察用モニタにおける画像観察に影響を及ぼすことな
く操作用モニタ上でタッチパネル操作を行うので、操作性及び診断効率を向上させること
ができる。また、観察用モニタにタッチパネルを設ける必要がないので、観察用モニタに
おける画質や表示性能を劣化させることがない。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、操作性及び診断効率を向上させることを可能とする超音波診断装置を
提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下添付図面を参照しながら、本発明に係る超音波診断装置の好適な実施形態について
詳細に説明する。尚、以下の説明及び添付図面において、略同一の機能構成を有する構成
要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略することにする。
【００１５】
＜第１実施形態＞
（１．超音波診断装置１の構成）
　最初に、図１を参照しながら、第１実施形態に係る超音波診断装置１の構成について説
明する。
【００１６】
　図１は、第１実施形態に係る超音波診断装置１の構成図である。
　超音波診断装置１は、被検体１３内の診断部位に超音波を送受信する複数の振動子が内
蔵された超音波探触子１４と、超音波探触子１４を駆動して超音波を送出すると共に受信
した反射エコー信号を処理する超音波送受信部１５と、反射エコー信号を超音波画像に再
構成する画像処理部１６と、超音波画像と共にフォーカスマークや関心領域枠等の操作支
援用の操作画像を表示する画像表示部２と、画像表示部２の前面に設けられるタッチパネ
ル３と、各構成要素の動作制御を行う制御部４を備える。
【００１７】
　制御部４は、タッチ位置検出部５とタッチ状態検出部６と処理状態検出部７と操作画像
作成部８と処理決定部９と処理実行部１０とを備える。
　タッチ位置検出部５は、タッチパネル３におけるタッチ位置を検出するものである。タ
ッチ状態検出部６は、タッチパネル３におけるタッチ状態を検出するものである。タッチ
状態は、例えば、シングルタッチ、ダブルタッチ、スライドタッチである。シングルタッ
チは、タッチパネル３上を１回タッチする操作であり、マウスのクリック操作に相当する
。ダブルタッチは、タッチパネル３上を２回連続でタッチする操作であり、マウスのダブ
ルクリック操作に相当する。スライドタッチは、タッチパネル３上をタッチしたままスラ
イドする操作であり、マウスのドラッグ操作に相当する。
　処理状態検出部７は、現在の超音波診断装置１の処理状態を検出するものである。処理



(5) JP 5737823 B2 2015.6.17

10

20

30

40

50

状態は、例えば、「Ｂモードリアルタイム」「ＣＦＭモード」「ドプラモードリアルタイ
ム」である。
【００１８】
　操作画像作成部８は、画像表示部２に超音波画像と共に表示する操作支援用の操作画像
を作成するものである。処理決定部９は、検出されたタッチ位置やタッチ状態や処理状態
に基づいて、超音波診断装置１が実行すべき処理内容を決定するものである。処理実行部
１０は、決定された処理内容を実行するものである。実行すべき処理として、例えば、フ
ォーカス位置の設定、関心領域の設定、ドプラサンプル点の設定、ドプラ画像表示の順逆
反転、関心領域のサイズ設定、画像の拡大縮小、被検体の属性の設定、パラメータの設定
が決定される。
　尚、操作画像作成部８及び処理決定部９は、それぞれ、記憶部１１に保持する設定情報
１２を用いて、操作画像や実行すべき処理を決定する。
【００１９】
（２．超音波診断装置１の動作）
　次に、図２を参照しながら、超音波診断装置１の動作について説明する。
　図２は、超音波診断装置１の動作を示すフローチャートである。
　タッチ位置検出部５は、タッチパネル３におけるタッチ位置を検出する（Ｓ２１）。タ
ッチ状態検出部６は、タッチパネル３におけるタッチ状態を検出する（Ｓ２２）。処理状
態検出部７は、現在の処理状態を検出する（Ｓ２３）。
　操作画像作成部８は、検出されたタッチ位置及びタッチ状態及び処理状態や記憶部１１
に保持する設定情報１２を用いて、操作画像を作成して画像表示部２に表示する（Ｓ２４
）。処理決定部９は、検出されたタッチ位置及びタッチ状態及び処理状態や記憶部１１に
保持する設定情報１２を用いて、実行すべき処理内容を決定し、処理実行部１０は、決定
された処理を実行する（Ｓ２５）。
【００２０】
（３．超音波診断装置１の詳細動作及び画面表示）
　次に、超音波診断装置１の詳細動作及び画面表示について説明する。
（３－１．フォーカス位置の設定）
　図３は、フォーカス位置の設定における、超音波診断装置１の動作を示すフローチャー
トである。図３のフローチャートは、図２のＳ２４及びＳ２５の処理に相当する。
　超音波診断装置１の制御部４は、現在の処理状態が「Ｂモードリアルタイム」であり、
タッチ位置が超音波画像（Ｂモード画像）上であり、タッチ状態がシングルタッチである
場合（Ｓ３１のＹＥＳ、Ｓ３２のＹＥＳ、Ｓ３３のＹＥＳ）、検出されたタッチ位置にお
ける超音波画像の深度を算出する（Ｓ３４）。制御部４は、設定可能なフォーカス位置を
記憶部１１に保持する設定情報１２から取得する（Ｓ３５）。制御部４は、算出された超
音波画像の深度にフォーカス位置を変更して設定する（Ｓ３６）。制御部４は、フォーカ
スマークの位置を変更して画像表示部２に表示する（Ｓ３７）。
【００２１】
　図４は、フォーカス位置の設定における、画面表示部２の画面表示を示す図である。
　画面Ｇ４０１に示すように、超音波画像４１（Ｂモード画像）に対してフォーカスマー
ク４２の位置にフォーカス位置が設定されている。画面Ｇ４０２に示すように、操作者が
指先４４でタッチパネル３を介して診断部位４３の位置をシングルタッチすると、画面Ｇ
４０３に示すように、診断部位４３の位置に対応する位置にフォーカス位置が移動してフ
ォーカスマーク４５が表示される。
【００２２】
　このように、処理状態が「Ｂモードリアルタイム」の場合、タッチパネルを介して超音
波画像の診断部位を直接タッチすることにより、そのタッチ位置にフォーカス位置を変更
することができる。また、タッチ位置に最も適したフォーカス位置が設定されるので、複
数回に渡ってフォーカス位置設定操作を行って最適位置を判断する必要がない。
【００２３】
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（３－２．関心領域の設定）
　図５は、関心領域の設定における、超音波診断装置１の動作を示すフローチャートであ
る。図５のフローチャートは、図２のＳ２４及びＳ２５の処理に相当する。
　超音波診断装置１の制御部４は、現在の処理状態が「ＣＦＭ（カラーフローマッピング
）モード」であり、タッチ位置が超音波画像上であり、タッチ状態がシングルタッチであ
る場合（Ｓ５１のＹＥＳ、Ｓ５２のＹＥＳ、Ｓ５３のＹＥＳ）、検出されたタッチ位置に
関心領域を移動させる（Ｓ５４）。
【００２４】
　図６は、関心領域の設定における、画面表示部２の画面表示を示す図である。
　画面Ｇ６０１に示すように、超音波画像６１に対して関心領域枠６２が表示されている
。画面Ｇ６０２に示すように、操作者が指先６４でタッチパネル３を介して診断部位６３
の位置をシングルタッチすると、画面Ｇ６０３に示すように、診断部位６３の位置に対応
する位置に関心領域枠６５が移動する。
【００２５】
　このように、処理状態が「ＣＦＭモード」の場合、タッチパネルを介して超音波画像の
診断部位を直接タッチすることにより、そのタッチ位置に関心領域を移動させることがで
きる。
【００２６】
（３－３．ドプラサンプル点の設定）
　図７は、ドプラサンプル点の設定における、超音波診断装置１の動作を示すフローチャ
ートである。図７のフローチャートは、図２のＳ２４及びＳ２５の処理に相当する。
　超音波診断装置１の制御部４は、現在の処理状態が「ドプラモードリアルタイム」であ
り、タッチ位置が超音波画像（Ｂモード画像）上であり、タッチ状態がシングルタッチで
ある場合（Ｓ７１のＹＥＳ、Ｓ７２のＹＥＳ、Ｓ７３のＹＥＳ）、検出されたタッチ位置
にドプラサンプル点を移動させる（Ｓ７４）。
【００２７】
　図８は、ドプラサンプル点の設定における、画面表示部２の画面表示を示す図である。
　画面Ｇ８０１に示すように、超音波画像８１に対してドプラサンプル点８２が表示され
る。さらに、ドプラサンプル点８２におけるドプラ画像８５が表示される。画面Ｇ８０２
に示すように、操作者が指先８４でタッチパネル３を介して診断部位８３の位置をシング
ルタッチすると、画面Ｇ８０３に示すように、診断部位８３の位置に対応する位置にドプ
ラサンプル点８５が移動する。さらに、ドプラサンプル点８５におけるドプラ画像８６が
表示される。
【００２８】
　このように、処理状態が「ドプラモードリアルタイム」の場合、タッチパネルを介して
超音波画像（Ｂモード画像）の診断部位を直接タッチすることにより、そのタッチ位置に
ドプラサンプル点を設定することができる。
【００２９】
（３－４．ドプラ画像表示の順逆反転）
　図９は、ドプラ画像表示の順逆反転における、超音波診断装置１の動作を示すフローチ
ャートである。図９のフローチャートは、図２のＳ２４及びＳ２５の処理に相当する。
　超音波診断装置１の制御部４は、現在の処理状態が「ドプラモードリアルタイム」であ
り、タッチ位置がドプラ画像上であり、タッチ状態がシングルタッチである場合（Ｓ９１
のＹＥＳ、Ｓ９２のＹＥＳ、Ｓ９３のＹＥＳ）、ドプラ画像表示の順逆反転を行う（Ｓ９
４）。
【００３０】
　図１０は、ドプラ画像表示の順逆反転における、画面表示部２の画面表示を示す図であ
る。
　画面Ｇ１００１に示すように、ドプラ画像１０１が表示される。画面Ｇ１００２に示す
ように、操作者が指先１０４でタッチパネル３を介してドプラ画像１０１上をシングルタ
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ッチすると、ドプラ画像表示の順逆反転が行われてドプラ画像１０６が表示される。
【００３１】
　このように、処理状態が「ドプラモードリアルタイム」の場合、タッチパネルを介して
ドプラ画像上をタッチすることにより、ドプラ画像表示の順逆反転を行うことができる。
【００３２】
（３－５．関心領域サイズの設定）
　図１１は、関心領域サイズの設定における、超音波診断装置１の動作を示すフローチャ
ートである。図１１のフローチャートは、図２のＳ２４及びＳ２５の処理に相当する。
　超音波診断装置１の制御部４は、現在の処理状態が「ＣＦＭ（カラーフローマッピング
）モード」であり、タッチ位置が関心領域枠上であり、タッチ状態がシングルタッチであ
る場合（Ｓ１１１のＹＥＳ、Ｓ１１２のＹＥＳ、Ｓ１１３のＹＥＳ）、処理状態を関心領
域サイズ変更モードに遷移させる（Ｓ１１４）。制御部４は、関心領域サイズ変更用の操
作画像を作成して画像表示部２に表示する（Ｓ１１５）。
【００３３】
　超音波診断装置１の制御部４は、タッチ位置が関心領域サイズ変更用の操作画像上であ
り、タッチ状態がスライドタッチである場合（Ｓ１１６のＹＥＳ、Ｓ１１７のＹＥＳ）、
関心領域枠のサイズを変更する（Ｓ１１８）。
【００３４】
　図１２は、関心領域サイズの設定における、画面表示部２の画面表示を示す図である。
　画面Ｇ１２０１に示すように、関心領域枠１２１が表示されている。画面Ｇ１２０２に
示すように、操作者が指先１２２でタッチパネル３を介して関心領域枠１２１上をシング
ルタッチすると、画面Ｇ１２０２に示すように、関心領域サイズ変更用の操作画像１２３
が表示される。関心領域サイズ変更用の操作画像１２３は、例えば、スライドタッチポイ
ント（マウスによるドラッグポイントに相当）である。操作者が指先１２４でタッチパネ
ル３を介して関心領域サイズ変更用の操作画像１２３をスライドタッチすると、画面Ｇ１
２０３に示すように、関心領域サイズ変更用の操作画像１２５の位置まで関心領域枠１２
６のサイズが変更されて設定される。
　尚、画面Ｇ１２０２において、超音波画像１２７以外の表示領域１２８がタッチされた
場合には画面Ｇ１２０１に戻る。
【００３５】
　このように、処理状態が「ＣＦＭモード」の場合、タッチパネルを介して関心領域枠を
タッチすることにより、処理状態を関心領域サイズ変更モードとして関心領域サイズの設
定を行うことができる。
【００３６】
（３－６．画像の拡大）
　図１３は、画像の拡大における、超音波診断装置１の動作を示すフローチャートである
。図１３のフローチャートは、図２のＳ２４及びＳ２５の処理に相当する。
　超音波診断装置１の制御部４は、現在の処理状態が「ＣＦＭ（カラーフローマッピング
）モード」であり、タッチ位置が関心領域枠内であり、タッチ状態がダブルタッチである
場合（Ｓ１３１のＹＥＳ、Ｓ１３２のＹＥＳ、Ｓ１３３のＹＥＳ）、関心領域のＣＦＭ画
像を拡大して画像表示部２に表示する（Ｓ１３４）。
【００３７】
　図１４は、画像の拡大における、画面表示部２の画面表示を示す図である。
　画面Ｇ１４０１に示すように、関心領域枠１４１が表示されている。画面Ｇ１４０２に
示すように、操作者が指先１４２でタッチパネル３を介して関心領域枠１４１内をシング
ルタッチすると、画面Ｇ１４０２に示すように、関心領域枠１４１のＣＦＭ画像１４３が
拡大表示される。
　尚、画面Ｇ１４０２において、ＣＦＭ画像１４３以外の表示領域１４４がタッチされた
場合には拡大表示が解除されて画面Ｇ１４０１に戻る。
【００３８】
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　このように、処理状態が「ＣＦＭモード」の場合、タッチパネルを介して関心領域枠内
をタッチすることにより、ＣＦＭ画像を拡大表示することができる。
【００３９】
（３－７．パラメータ及びＩＤの設定）
　図１５は、パラメータの設定における、超音波診断装置１の動作を示すフローチャート
である。図１５のフローチャートは、図２のＳ２４及びＳ２５の処理に相当する。
　超音波診断装置１の制御部４は、タッチ位置がパラメータ表示領域内であり、タッチ状
態がシングルタッチである場合（Ｓ１５１のＹＥＳ、Ｓ１５２のシングルタッチ）、パラ
メータの選択項目やパラメータの入力メニューを表示する（Ｓ１５３）。
　超音波診断装置１の制御部４は、タッチ位置がパラメータ表示領域内であり、タッチ状
態がダブルタッチである場合（Ｓ１５１のＹＥＳ、Ｓ１５２のダブルタッチ）、パラメー
タの入力欄を表示する（Ｓ１５４）。
　超音波診断装置１の制御部４は、Ｓ１５３あるいはＳ１５４の処理で選択あるいは入力
されたパラメータを設定する（Ｓ１５５）。
【００４０】
　図１６は、パラメータの設定における、画面表示部２の画面表示を示す図である。
　画面Ｇ１６０１において、操作者が指先１６２でパラメータ表示領域１６１をシングル
タッチすると、画面Ｇ１６０２に示すように、パラメータ値変更用ボタン１６３（「△」
「▽」）が表示される。
　画面Ｇ１６０３に示すように、操作者が指先１６４でパラメータ値変更用ボタン１６３
をシングルタッチすると、その度に、パラメータ値１６５が変更される。画面Ｇ１６０３
において無操作状態で所定時間（例えば、数秒間）が経過すると、画面１６０５に示すよ
うに、パラメータ値変更用ボタン１６３が消滅してパラメータ値１６７が設定される。
【００４１】
　画面Ｇ１６０１において、操作者が指先１６２でパラメータ表示領域１６１をダブルタ
ッチすると、画面Ｇ１６０４に示すように、パラメータ値入力用フィールド１６６が表示
される。このパラメータ値入力用フィールド１６６にパラメータ値が入力されると、画面
１６０５に示すように、パラメータ値１６７が設定される。
【００４２】
　図１７は、ＩＤの設定における、画面表示部２の画面表示を示す図である。
　画面Ｇ１７０１において、操作者が指先１７２でＩＤ表示領域１７１をシングルタッチ
すると、画面Ｇ１７０２に示すように、ＩＤメニュー１７３が表示される。ＩＤメニュー
１７３を操作することにより被検体１３のＩＤや属性が設定される。
　画面Ｇ１７０１において、操作者が指先１７２でＩＤ表示領域１７１をダブルタッチす
ると、画面Ｇ１７０３に示すように、ＩＤ入力フィールド１７４が表示される。ＩＤ入力
フィールド１７４への入力内容に基づいてＩＤが設定される。
【００４３】
　このように、タッチパネルを介してパラメータあるいはＩＤの表示領域をタッチするこ
とにより、パラメータやＩＤの設定を行うことができる。
【００４４】
（４．第１実施形態の効果）
　以上詳細に説明したように、第１実施形態では、超音波診断装置は、現在の処理状態及
びタッチ位置及びタッチ状態に応じて、処理内容や操作支援用の画像を切り替えるので、
専用キーや専用ボタンを操作する必要がなく操作性及び診断効率を向上させることができ
る。
【００４５】
＜第２実施形態＞
（５．超音波診断装置１８０の構成）
　最初に、図１８を参照しながら、第２実施形態に係る超音波診断装置１８０の構成につ
いて説明する。
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【００４６】
　図１８は、第２実施形態に係る超音波診断装置１８０の構成図である。
　超音波診断装置１８０は、超音波画像と共にフォーカスマークや関心領域枠等の操作支
援用の操作画像を表示する操作用モニタ１８１及び観察用モニタ１８２を備える。
【００４７】
　図１の超音波診断装置１では、画像表示部２にタッチパネル３が設けられるが、図１８
の超音波診断装置１８０は、観察用モニタ１８２とは別に操作用モニタ１８１を備え、こ
の操作用モニタ１８１にタッチパネル１８３が設けられる。図１８の制御部４、記憶部１
１、設定情報１２、画像処理部１６、超音波送受信部１５、超音波探触子１４は、図１と
同様のものである。
【００４８】
　尚、操作用モニタ１８１のみならず観察用モニタ１８２にもタッチパネルを設けてもよ
い。また、タッチパネルの使用・不使用を切換可能としてもよい。また、制御部４は、操
作用モニタ１８１及び観察用モニタ１８２に同一の表示を行う場合には、１つの画面情報
を作成して操作用モニタ１８１及び観察用モニタ１８２に出力する。また、制御部４は、
操作用モニタ１８１及び観察用モニタ１８２に異なる表示を行う場合には、２つの画面情
報を作成してそれぞれ操作用モニタ１８１及び観察用モニタ１８２に出力する。
【００４９】
（６．超音波診断装置１８０の動作）
　次に、図１９を参照しながら、超音波診断装置１８０の動作について説明する。
　図１９は、超音波診断装置１８０の動作を示すフローチャートである。
　タッチ位置検出部５は、タッチパネル１８３におけるタッチ位置を検出する（Ｓ１９１
）。タッチ状態検出部６は、タッチパネル１８３におけるタッチ状態を検出する（Ｓ１９
２）。処理状態検出部７は、現在の処理状態を検出する（Ｓ１９３）。
　操作画像作成部８は、検出されたタッチ位置及びタッチ状態及び処理状態や記憶部１１
に保持する設定情報１２を用いて、操作画像を作成して操作用モニタ１８１及び観察用モ
ニタ１８２に表示する（Ｓ１９４）。処理決定部９は、検出されたタッチ位置及びタッチ
状態及び処理状態や記憶部１１に保持する設定情報１２を用いて、実行すべき処理内容を
決定し、処理実行部１０は、決定された処理を実行する（Ｓ１９５）。
【００５０】
（７．超音波診断装置１８０の画面表示）
　次に、図２０～図２３を参照しながら、超音波診断装置１８０における画面表示につい
て説明する。
（７－１．関心領域サイズの設定）
　図２０は、関心領域サイズの設定における、操作用モニタ１８１及び観察用モニタ１８
２の画面表示を示す図である。
　操作用モニタ１８１の画面Ｇ２００１には、超音波画像２０１及び関心領域枠２０２及
び関心領域サイズ変更用の操作画像２０３が表示される。
　観察用モニタ１８２の画面Ｇ２００２には、超音波画像２０４及び関心領域枠２０５及
び関心領域サイズ変更用の操作画像２０６が表示される。
【００５１】
　操作用モニタ１８１の操作画像２０３と観察用モニタ１８２の操作画像２０６は、異な
る形態である。また、関心領域サイズ変更に係る実際のタッチ操作に用いられるのは、操
作用モニタ１８１の操作画像２０３である。観察用モニタ１８２の操作画像２０６は、関
心領域サイズ変更モードであることを示す表示に留められる。
　操作用モニタ１８１の操作画像２０３の形態は、操作性を重視することが望ましい。例
えば、操作用モニタ１８１の操作画像２０３の形態を観察用モニタ１８２の操作画像２０
６より大きくしたり、指先でタッチ容易な形状としたりすることが望ましい。一方、観察
用モニタ１８２の操作画像２０６の形態は、超音波画像２０４の視認性を重視することが
望ましい。例えば、観察用モニタ１８２の操作画像２０６の大きさを操作用モニタ１８１
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の操作画像２０３より小さくして、超音波画像２０６の表示領域を確保することが望まし
い。
【００５２】
　このように、観察用モニタでは関心領域サイズ変更モードであることを示す表示に留め
、操作用モニタでは関心領域サイズ変更用の操作画像を表示することにより、観察用モニ
タにおける画像観察に影響を及ぼすことなく、関心領域サイズ変更に係る操作性を向上さ
せることができる。
【００５３】
（７－２．プローブマークの回転及び移動）
　図２１は、プローブマークの回転及び移動における、操作用モニタ１８１及び観察用モ
ニタ１８２の画面表示を示す図である。
　操作用モニタ１８１の画面Ｇ２１０１には、超音波画像２１１、ボディマーク２１２、
プローブマーク２１３が表示される。観察用モニタ１８２の画面Ｇ２１０２には、超音波
画像２１４、ボディマーク２１５、プローブマーク２１６が表示される。
【００５４】
　操作者がタッチパネル１８３を介してボディマーク２１２をタッチすると、操作用モニ
タ１８１のボディマーク２１２及びプローブマーク２１３が拡大表示される。一方、観察
用モニタ１８２のボディマーク２１５及びプローブマーク２１６の表示はそのままである
。
　また、操作用モニタ１８１のプローブマーク２１３は、観察用モニタ１８２のプローブ
マーク２１６と比較して太く表示させることにより、スライドタッチによる移動操作を容
易にすることができる。また、操作用モニタ１８１のプローブマーク２１３の先端部２１
７は、観察用モニタ１８２のプローブマーク２１６の先端部２１８と比較して大きい線図
（例えば、円）とすることにより、スライドタッチによる回転操作を用意にすることがで
きる。さらに、線図２１９を追加表示して、スライドタッチによる回転操作が可能である
ことを明示してもよい。
　尚、操作用モニタ１８１において、ボディマーク２１２以外の領域のタッチ操作で、ボ
ディマーク２１２及びプローブマーク２１３が通常表示に戻る。
【００５５】
　このように、観察用モニタではボディマーク及びプローブマークの簡易表示に留め、操
作用モニタではボディマーク及びプローブマークの詳細表示を行うことにより、観察用モ
ニタにおける画像観察に影響を及ぼすことなく、プローブマークの移動や回転に係る操作
性を向上させることができる。
【００５６】
（７－３．タッチ操作のガイド表示）
　図２２は、操作用モニタ１８１におけるタッチ操作のガイド表示を示す図である。
　操作用モニタ１８１には、ガイド２２１～ガイド２２６が表示される。ガイド２２１～
ガイド２２６は、タッチ状態の種類毎に処理内容を示す。
　図２２に示すように、処理状態が「ドプラモードリアルタイム」である場合、超音波画
像２２７（Ｂモード画像）側には、ガイド２２１～ガイド２２３が表示され、ドプラ画像
２２８側には、ガイド２２４～ガイド２２６が表示される。
【００５７】
　ガイド２２１は、一重丸でシングルタッチ操作時の処理内容を示し、具体的には、ドプ
ラサンプル点の移動を示す。ガイド２２２は、二重丸でダブルタッチ操作時の処理内容を
示し、具体的には、関心領域のズームを示す。ガイド２２３は、グレー等の色丸でスライ
ドタッチ操作時の処理内容を示し、具体的には、スライドタッチした領域にＣＦＭ・ＲＯ
Ｉ（カラーフローマッピングの関心領域）が設定されることを示す。
　ガイド２２４は、一重丸でシングルタッチ操作時の処理内容を示し、具体的には、ドプ
ラ画像の順逆反転表示を示す。ガイド２２５は、二重丸でダブルタッチ操作時の処理内容
を示し、具体的には、繰り返し周波数（ＰＲＦ）の変更を示す。ガイド２２６は、グレー
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等の色丸でスライドタッチ操作時の処理内容を示し、具体的には、流速ゼロレベル位置の
シフトを示す。
　図２２では、ガイド２２１～ガイド２２６に機能名が表示されるが、機能を表すマーク
を表示してもよい。
【００５８】
　このように、操作用モニタ１８１のタッチパネル１８３におけるタッチ操作では、タッ
チ位置やタッチ状態や処理状態によって処理内容が異なるが、ガイド表示を行うことによ
り、各処理内容を事前に把握することができる。操作者は、タッチ位置やタッチ状態や処
理状態毎に処理内容を記憶する必要がない。
【００５９】
（７－４．タッチ位置表示）
　図２３は、タッチ位置表示を示す図である。
　画面Ｇ２３０１に示すように、タッチパネル１８３を備える操作用モニタ１８１におい
て操作者が指先２３２で超音波画像２３１をタッチする。同時に、画面Ｇ２３０２に示す
ように、観察用モニタ１８２の超音波画像２３３上において、操作用モニタ１８１のタッ
チ位置に対応する位置に、タッチ位置マーク２３４が表示される。
【００６０】
　これにより、観察用モニタ１８２を注視している場合であっても操作用モニタ１８１に
おけるタッチ位置を確認することができる。
【００６１】
（８．超音波診断装置１８０の具体例）
　次に、ノート型パーソナルコンピュータ等の可搬装置を用いて超音波診断装置１８０を
実現する場合について説明する。
（８－１．操作部に操作用モニタを設置する場合）
　図２４は、超音波診断装置２４０の外観を示す図である。
　超音波診断装置２４０は、液晶ディスプレイ等の表示部２４５及びキーボード等の操作
部２４６からなるノート型パーソナルコンピュータに超音波探触子２４４等が設けられて
構成される。操作部２４６には操作用モニタ２４２が設けられる。操作用モニタ２４２の
表面にはタッチパネル２４３が設けられる。
　図２４の操作用モニタ２４２、タッチパネル２４３、表示部２４５は、図１８の操作用
モニタ１８１、タッチパネル１８３、観察用モニタ１８２に相当する。
【００６２】
　このように、超音波診断装置２４０は、容易に運搬可能であるので使用場所を問わない
。また、超音波診断装置２４０は、タッチパネル２４３を備える操作用モニタ２４２を設
けることにより、タッチ操作による表示部２４５の汚れを防止することができる。
（８－２．操作部及び表示部以外に操作用モニタを設置する場合）
　図２５は、超音波診断装置２５０の外観を示す図である。
　超音波診断装置２５０は、液晶ディスプレイ等の表示部２５５及びキーボード等の操作
部２５６からなるノート型パーソナルコンピュータに超音波探触子２５４等が設けられて
構成される。操作用モニタ２５２の表面にはタッチパネル２５３が設けられる。操作用モ
ニタ２５２は、表示部２５５及び操作部２５６とは独立して設けられる。操作用モニタ２
５２は、例えば、ケーブル２５７により本体に接続される。
　図２５の操作用モニタ２５２、タッチパネル２５３、表示部２５５は、図１８の操作用
モニタ１８１、タッチパネル１８３、観察用モニタ１８２に相当する。
【００６３】
　このように、操作用モニタ２５２を外部接続可能とすることにより、ノート型パーソナ
ルコンピュータ等の汎用装置をそのまま利用することができる。
【００６４】
（９．第２実施形態の効果）
　以上詳細に説明したように、観察用モニタとは別にタッチパネルを備える操作用モニタ
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を設けることにより、観察用モニタにおける画像観察に影響を及ぼすことなく操作用モニ
タ上でタッチパネル操作を行うので、操作性及び診断効率を向上させることができる。ま
た、観察用モニタにタッチパネルを設ける必要がないので、タッチパネル自体やタッチパ
ネルに付着する皮脂等の影響によって観察用モニタにおける画質や表示性能が劣化するこ
とがない。
　観察用モニタは、画像観察に適した大きさ及び位置及び角度に配置される。観察用モニ
タにはタッチパネルを設ける必要はない。タッチパネルを備える操作用モニタは、操作に
適した大きさ及び位置及び角度に配置される。
【００６５】
（１０．その他）
　以上、添付図面を参照しながら、本発明に係る超音波診断装置の好適な実施形態につい
て説明したが、本発明はかかる例に限定されない。当業者であれば、本願で開示した技術
的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、
それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
　また、第１実施形態及び第２実施形態について説明したが、これらを適宜組み合わせて
超音波診断装置を構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】第１実施形態に係る超音波診断装置１の構成図
【図２】超音波診断装置１の動作を示すフローチャート
【図３】フォーカス位置の設定における、超音波診断装置１の動作を示すフローチャート
【図４】フォーカス位置の設定における、画面表示部２の画面表示を示す図
【図５】関心領域の設定における、超音波診断装置１の動作を示すフローチャート
【図６】関心領域の設定における、画面表示部２の画面表示を示す図
【図７】ドプラサンプル点の設定における、超音波診断装置１の動作を示すフローチャー
ト
【図８】ドプラサンプル点の設定における、画面表示部２の画面表示を示す図
【図９】ドプラ画像表示の順逆反転における、超音波診断装置１の動作を示すフローチャ
ート
【図１０】ドプラ画像表示の順逆反転における、画面表示部２の画面表示を示す図
【図１１】関心領域サイズの設定における、超音波診断装置１の動作を示すフローチャー
ト
【図１２】関心領域サイズの設定における、画面表示部２の画面表示を示す図
【図１３】画像の拡大における、超音波診断装置１の動作を示すフローチャート
【図１４】画像の拡大における、画面表示部２の画面表示を示す図
【図１５】パラメータの設定における、超音波診断装置１の動作を示すフローチャート
【図１６】パラメータの設定における、画面表示部２の画面表示を示す図
【図１７】ＩＤの設定における、画面表示部２の画面表示を示す図
【図１８】第２実施形態に係る超音波診断装置１８０の構成図
【図１９】超音波診断装置１８０の動作を示すフローチャート
【図２０】関心領域サイズの設定における、操作用モニタ１８１及び観察用モニタ１８２
の画面表示を示す図
【図２１】プローブマークの回転及び移動における、操作用モニタ１８１及び観察用モニ
タ１８２の画面表示を示す図
【図２２】操作用モニタ１８１におけるタッチ操作のガイド表示を示す図
【図２３】タッチ位置表示を示す図
【図２４】超音波診断装置２４０の外観を示す図
【図２５】超音波診断装置２５０の外観を示す図
【符号の説明】
【００６７】
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　１………超音波診断装置（第１実施形態）
　２………画像表示部
　３………タッチパネル
　４………制御部
　５………タッチ位置検出部
　６………タッチ状態検出部
　７………処理状態検出部
　８………操作画像作成部
　９………処理決定部
　１０………処理実行部
　１１………記憶部
　１２………設定情報
　１３………被検体
　１４………超音波探触子
　１５………超音波送受信部
　１６………画像処理部
　４１、６１、８１………超音波画像（Ｂモード画像）
　４２、４５………フォーカスマーク
　４３、６３、８３………診断部位
　６２、６５………関心領域
　８２、８５………ドプラサンプル点
　８６、１０１、１０６………ドプラ画像
　１２１、１２６、１４１………関心領域枠
　１２３、１２５………関心領域サイズ変更用の操作画像
　１６１………パラメータ表示領域
　１７１………ＩＤ表示領域
　１８０………超音波診断装置（第２実施形態）
　１８１………操作用モニタ
　１８２………観察用モニタ
　１８３………タッチパネル
　２０３、２０６………関心領域サイズ変更用の操作画像
　２１２、２１５………ボディマーク
　２１３、２１６………プローブマーク
　２２１～２２６………ガイド
　２３４………タッチ位置マーク
　２４０、２５０………超音波診断装置
　２４２、２５２………操作用モニタ
　２４３、２５３………タッチパネル
　２４５、２５５………表示部
　２４６、２５６………操作部
　２５７………ケーブル
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